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改訂履歴

版数 改訂年月日 該当箇所 主な改訂内容

1.0 2023/12/28 全体 初版作成

1.1 2025/10/3 全体 ・補助金の申請方法について説明を追記。



準備作業を始める前に

電 子 処 方 箋 導 入 に 向 け た
準 備 作 業 の 手 引 き
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電子処方箋の導入にあたって、必ずご確認をお願いします！

⚫ 電子処方箋は、令和5年1月26日より運用が開始され、電子処方箋を導入する医療機関・薬局では、電子処方箋の
発行・受け付けや、調剤結果の登録・参照、処方・調剤情報を元にした重複投薬等チェック等を行うことができます。
また、患者が自らの処方・調剤情報の閲覧をすることができます。（「基本機能」と呼びます。」）

⚫ その後、電子処方箋の効果を更に拡大させるため、主に以下の機能が追加されました。（「追加機能」と呼びます。）
・ リフィル処方箋への対応
・ 口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧
・ マイナンバーカードを活用した電子署名＊

⚫ 基本機能を未導入の医療機関・薬局の皆さまは、基本機能と追加機能をまとめて導入し、
基本機能を導入済みの医療機関・薬局の皆さまは、追加機能の導入をお願いします。

⚫ 追加機能に関しては、システム事業者が対応していない可能性がありますが、その場合は基本機能の導入を優先いただく
ようお願いします。
これにより、基本的な電子処方箋の発行・受付だけでなく、電子/紙の処方箋に関わらず、重複投薬等チェックや処方・調
剤情報の閲覧等の基本機能が利用でき、患者のニーズに対応できるようになります。

■基本機能の導入に向けた準備作業

資料構成

■追加機能の導入に向けた準備作業【本書】

▼アクセスはこちらからも可能です

（＊認証局によって対応時期が異なっており、日本薬剤師会への申請分の対応時期は調整中です。）

電子処方箋の導入・運用方法
＞電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き

電子処方箋の導入・運用方法
＞電子処方箋導入に向けた準備作業の手引き（追加機能）

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001189102.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001249556.pdf
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導入パターン毎の準備作業（概要）

A.
追加機能を

導入
（基本機能
は導入済）

B.
基本機能と
追加機能を
まとめて導入

補助金の申請
運用
開始

導入・運用準備
 システム事業者へ発

注
準備開始

1. 2. 3. 4.

• システム事業者に見
積依頼を行う。
※対象は以下。 ※1,2

・リフィル処方箋への対応
・口頭同意による重複投薬
等チェック結果の閲覧」

• システム事業者に発
注する。

• ご使用いただくシステ
ムのアップデート完了
後、操作確認を行う。

• リフィル処方箋の運用
開始日※3を医療機
関等向け総合ポータ
ルサイトに登録する。

• 医療機関等向け総
合ポータルサイトで追
加機能分の補助金を
申請する。

• システム事業者に見
積依頼を行う
※電子署名の方式等につ
いてシステム事業者との相
談・確認する。

• 選択した署名方式
に応じて、指定され
た方法でHPKI認証
局に各種申請を行う。
※2

• システム事業者に発
注する。

• 選択した署名方式に
応じて、電子署名の
際に使用するICカード
リーダーを購入する。
※ICカードリーダーの要否に
ついてはシステム事業者とご
相談ください。

• 電子処方箋の利用
申請を行う。

• ご使用いただくパソコン
のアップデート完了後、
操作確認を行う。

• 電子処方箋の基本
機能及びリフィル処方
箋の運用開始日※3を
医療機関等向け総
合ポータルサイトに登
録する。

• 医療機関等向け総
合ポータルサイトで基
本機能と追加機能分
の補助金を申請する。

※1 基本機能を導入済みの場合、既に電子署名ができる状態にあります。新たに「マイナンバーカードを活用した電子署名」を導入するかは施設毎にご検討ください。
※2 選択した署名方式に応じて、申請方法や内容が異なります。
※3 電子処方箋としてのリフィル処方箋の発行・受付が可能となる日を指します。

導入パターン

追加機能の補助金申請については、
詳細が決まり次第、更新します。

追加機能の補助金申請については、
詳細が決まり次第、更新します。

電子処方箋の導入パターン（A.電子処方箋の追加機能を導入する、B.電子処方箋の基本機能と追加機能をまとめて導入する）毎に、
準備作業（概要）を説明しています。詳細は後続ページでご確認いただけますが、まずはシステム事業者に導入したい旨をお伝えください。



準備作業のステップについて
（電子処方箋の追加機能）

電 子 処 方 箋 導 入 に 向 け た
準 備 作 業 の 手 引 き
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補助金の申請
運用
開始

導入・運用準備
 システム事業者へ発

注
準備開始

電子処方箋の追加機能の導入に向けた準備作業のステップについて

電子処方箋の追加機能（リフィル処方箋への対応、口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧、マイナンバーカードを活用した電子署名
等）の導入に向けた準備作業は以下の4ステップになります。
なお、追加機能についてはシステム事業者の対応可否をご確認の上、対応していない場合は、電子処方箋の基本機能をまず導入してください。

1. 必要書類の受領/準備
（領収書等）

2. 補助金申請

導入完了後

1. 発注
1. 患者動線を含む

業務フロー/変更点の確認

「運用開始」の約1か月前まで
※契約手続きの進め方によるため

事業者にご確認ください

システム事業者に発注 各医療機関・薬局で対応

導入 運用準備

ポータルサイトで申請

システム事業者から受領

2. 患者向け提示物の準備

各医療機関・薬局で対応

運用開始日が決まり次第すぐ※5

運用マニュアルや利用方法説明
動画を参考に業務変更点を確
認し、自施設の運用方法をご確
認ください。

3. リフィル処方箋の
運用開始日の入力※4

ポータルサイトで登録

1. 見積依頼

見積依頼項目
• 電子処方箋対応版ソフトの

提供 等

システム事業者に依頼

「運用開始」の約1-2か月前まで

2. マイナンバーカード読取
用のICカードリーダー
購入※2

各医療機関・薬局で対応

2. パソコンの設定・
業務上の操作確認※3

1. 電子処方箋対応版
ソフトの提供

システム事業者で対応

各医療機関・薬局で対応

1. 2. 3. 4.

電子署名の方法として、「マイナ
ンバーカードやスマートフォンでクラ
ウド上の電子証明書を用いる方
法」を選択し、かつ、1日1回必
要となる本人認証を、ICカード
リーダーにマイナンバーカードをか
ざす方法で行う場合のみです。
（P.14）
また、お持ちのICカードリーダー
がマイナンバーカードの読取に
対応している場合は追加購入
は不要です。

※1 令和5年12月より自身のマイナンバーカードを活用した電子署名の申請が始まりました。HPKIクラウド署名の仕組みを活用するため、マイナポータル
経由でHPKI認証局への申請が必要となります。

※2 現在ご利用いただいているシステムとの互換性を担保するため、システム事業者に相談の上、現在ご利用いただいているシステムで正常に動作する
 適切なICカードリーダーを選択してください。

※3 パソコンとは、オンライン資格確認等の機器（資格確認端末等）、ご利用のシステム（電子カルテシステム、レセプトコンピュータ等）が該当します。
※4 本運用開始日をもってリフィル処方箋の電子処方箋に対応する施設とし、後日、厚労省HP等で公表させていただきますので、リフィル処方箋の運用

 開始日が決まり次第、必ずご入力をお願いします。なお、公表以降は、患者がリフィル処方箋の発行・調剤に対応する施設として来院・来局する
可能性があります。

上記は、一般的な診療所・薬局を想定
した準備作業のステップとなります。
病院やチェーン展開の薬局については、
施設規模等によって準備作業のステップ
が異なる場合がありますので、システム事
業者へご確認ください。

まず、システム事業者とよく相談した上で、導入作業の実施方針を決定してください。

導入作業の中には、パソコンの設定作業等、皆さま自身で対応いただける部分もあります。

皆さま自身で対応いただける部分があれば、システム事業者の現地作業やコストの低減に繋がる可能性

がありますので、システム事業者とご調整ください。

2. マイナンバーカードを
活用した電子署名※1の申請

マイナポータルで申請

「1.見積依頼」と並行して実施

電子署名の方法として、「マイナンバー
カードやスマートフォンでクラウド上の電
子証明書を用いる方法」を利用する場
合のみです。既に電子署名を行う機能
が整備されている場合は不要です。



1. 準備開始

電 子 処 方 箋 導 入 に 向 け た
準 備 作 業 の 手 引 き

補助金の申請

運
用
開
始

導入・運用準備システム事業者へ
発注

準備開始
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1. 準備開始

見積依頼1

⚫ 運用開始の1-2か月前を目安に、システム事業者にご連絡し、見積をご依頼ください。
その際に、電子処方箋の追加機能を利用開始したい時期も併せてお伝えください。

• システム事業者のスケジュール等によっては、対応に時間を要するため、お早めにシステム事業者にご連絡ください。

（システム事業者と相談・確認すべきこと）
• 電子署名の方式として、導入費用や運用の観点でどの署名方式を利用するべきか。（P.11参照）
• マイナンバーカードを活用した電子署名を行う場合、1日1回、本人認証が必要です。

認証方法としては以下がありますが、どの認証方法とするべきか。
a. スマートフォンの生体認証
b. マイナンバーカードをICカードリーダーにかざし、PINを入力
⇒bの方法で本人認証を行う場合、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダーが必要です。（ICカードリーダーは各診察室に設置する必要はなく、本人
認証に使用する端末分で構いません。）
※現在、医療機関・薬局でICカードリーダーを保有する場合、当カードリーダーがマイナンバーカード読取に対応しているかも確認ください。

※ まだ電子処方箋の基本機能を導入しておらず、これからシステム事業者に見積依頼を行う場合は、電子処方箋の追加機能と併せて実施できないかご検討ください。

補助金の
申請

導入・
運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

▶システム事業者に依頼

「運用開始」の約1-2か月前まで
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マイナンバーカードを物理的に利
用した電子署名ができるようにな
ります

1. 準備開始

マイナンバーカードを活用した電子署名の申請2

補助金の
申請

導入・
運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

▶マイナポータルで申請

⚫ 電子署名方式として、P.11に示す「マイナンバーカードを利用して本人認証を行った上でクラウドで管理されているHPKIセカンド電子証明書を
用いる方法（リモート署名） 」を選択する場合、医師・歯科医師、薬剤師の皆さまは、マイナポータル上で、マイナンバーカードを活用した電子
署名を行うための申請をお願いします。

※1 本人認証方法として、スマートフォン等の生体認証を活用した方法以外には、マイナンバーカードをICカードリーダーにかざし、本人のみが知るPINを入力する方法があります。

「1.見積依頼」と並行して実施

利用申請の流れ

1.マイナポータル
にログイン

マイナポータルにログインします。

2.申請

以下を準備し、マイナポータルの
「医療等分野の電子署名利用」
の画面から申請を行います。

• マイナンバーカード
• 顔写真
• 券面事項入力補助用パスワード4桁
• 署名用電子証明書パスワード6桁か

ら16桁
• 身分証の画像
• 資格免許証の画像

3.審査完了

審査が完了すると、マイナポータル
アカウントにスマートフォンの生体
認証でHPKIの仕組みを利用する
ための情報等が発行されます。
（マイナポータルに登録のメールア
ドレスに、発行が完了した旨のお
知らせメールが届きます。）

4.スマートフォンと
紐付け

電子署名を行うに当たり、1日1
回、本人認証が必要になります。
スマートフォンによる生体認証を行
う可能性がある場合は※1 、３で
送付されたものを確認し、スマート
フォンと紐付けを行ってください。

紐付けたスマートフォンを使用した
電子署名ができるようになります

• 医療機関が電子処方箋を発行する場合、または、薬局が電子処方箋を受け付けた場合に、それぞれ処方内容/調剤内容を含む電子ファイルに電子署名をして
いただく必要があります。

• 従来から利用できた電子署名の方法に加え、新たに、マイナンバーカードを利用して本人認証を行った上でクラウドで管理されているHPKIセカンド電子証明書を用
いる方法が追加されました。（詳細はP.11を参照）
①HPKIカードの中の電子証明書を用いる方法（ローカル署名）
②本人認証を行った上でクラウドで管理されているHPKIセカンド電子証明書を用いる方法（リモート署名）
⇒いずれかの方法で電子署名を行っていただく必要があり、「マイナンバーカードを利用して本人認証を行った上でクラウドで管理されているHPKIセカンド電
子証明書を用いる方法」を選択するかは施設毎にご検討ください。導入費用や運用方法も踏まえ、システム事業者とよくご相談ください。

• 既にHPKIカードを発行済みの医師・歯科医師、薬剤師は利用申請方法が異なります。

こちらから
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1. 準備開始

マイナンバーカードを活用した電子署名の申請2

補助金の
申請

導入・
運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

▶マイナポータルで申請

「1.見積依頼」と並行して実施

⚫ 医師・歯科医師、薬剤師の皆さまにおかれては、以下に従い、マイナポータル上で、マイナンバーカードを活用した電子署名を行うための申請を
行ってください。

• 以下の方法で申請画面に進んだ後は、画面の指示に沿って申請を行ってください。

マイナポータルにログイン後、TOPページ
下部の「さがす」を選択。

検索欄に「証明書」と入力後
「虫眼鏡マーク」を押す。

サービス・機能の一覧から「医療等分野の
電子署名利用」を選択。



11

1. <参考>選択いただける電子署名の方法
補助金の

申請
導入・

運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

※1 HPKIの仕組みを使うため、HPKIカードの発行申請自体は必要です。

※2 マイナポータル上で、第三者のサービスが管理する「HPKIカードの電子証明書」と自身のマイナンバーカードを紐づけるための申請が必要です。これにより、マイナンバーカードを活用した電子署名ができるように

なります。

医療機関・薬局の皆さまには、電子署名の方式として①HPKIカードの中の電子証明書を用いる方法（ローカル署名）、
②本人認証を行った上でクラウドで管理されているHPKIセカンド電子証明書を用いる方法（リモート署名）のいずれかを選択できます。

導入費用や運用方法等の観点から、システム事業者ともよくご相談の上、ご検討ください。

マイナンバーカードを活用した電子署名の申請2
「1.見積依頼」と並行して実施

本人認証の方式
方法ⅰ）HPKIカードをICカードリーダーに

かざす

①ローカル署名 ②リモート署名

医師等は、電子処方箋を発行または電子処方箋の調剤結果を
登録する度、HPKIカードをICカードリーダーにかざして電子署名
を行う。

医師等は、事前に本人認証を行うことで、HPKIセカンド電子証明書を利用することが
可能。本人認証後は、自動で電子署名を付与して電子処方箋を発行
または電子処方箋の調剤結果登録をすることができる。（１日程度有効）

準備内容

（医師等の

準備事項）

✓ HPKIカードの発行申請・取得 ✓ HPKIカードの発行申請※1

✓ マイナポータル経由で医師等個人が
電子署名を実施できるようにするための申
請※2（HPKIカード保有者は非該当）

準備内容

（施設の

準備事項）

✓ 電子署名を行うためのパソコン設定
✓ ICカードリーダーの購入（端末分が望ましい）

✓ 電子署名を行うためのパソコン設定
✓ ICカードリーダーのl購入（本人認証に使用する端末分）
✓ ネットワーク設定の変更（システム構成による）

本人認証の方式
方法ⅱ）マイナンバーカードをICカードリーダー

にかざす
方法ⅲ）スマートフォンによる生体認証

医師・歯科医師・薬剤師

[医療機関・
薬局システム端末]

HPKIカード

電子署名

電子証明書

[医療機関・
薬局システム端末]

電子処方箋・
調剤結果

医師・歯科医師・薬剤師

電子署名済の
電子処方箋・

調剤結果

リモート署名サービス

HPKIセカンド
電子証明書

電子署名

※本人認証の方法に関わらず、HPKIセカンド
電子証明書を利用して署名を行います

「電子処方箋導入に向けた準備作業手引き」で説明 本書で説明
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1. <参考>マイナンバーカードを活用した電子署名とは
補助金の

申請
導入・

運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

マイナンバーカード１枚で医師等も医療サービス提供に必要な認証ができることが求められていること等を踏まえ、
電子署名方式として、「マイナンバーカードを利用した本人認証を行った上でクラウドで管理されている

HPKIセカンド電子証明書を用いる方法」も選択できるようになりました。
導入費用や運用方法等の観点から、システム事業者ともよくご相談の上、ご検討ください！

他の署名方法とどう違うの？

⚫ 医師・歯科医師、薬剤師のマイナンバーカードを、HPKI認証局が発行する「電子証明書」（電子的に医師・
歯科医師、薬剤師の資格を証明するための電子情報）と紐付けておくことで、マイナンバーカードを活用して電
子処方箋に電子署名ができるようになる仕組みです。

⚫ 本署名方式は、「本人認証を行った上でクラウドで管理されているHPKIセカンド電子証明書を用いる方法」の仕
組みを活用して※1,2電子署名ができるようになります。
※ネットワーク構成の変更を伴う可能性があり、導入費用等の観点でシステム事業者ともよく相談をお願いします。

マイナンバーカードを活用した電子署名の申請2
「1.見積依頼」と並行して実施

※1 「本人認証を行った上でクラウドで管理されているHPKIセカンド電子証明書を用いる方法」の場合もHPKIの仕組みを使うため、マイナポータル経由でHPKI認証局への申請が必要です。
（P.10参照）
※2 電子署名を行うに当たり、1日1回本人認証が必要となります。認証方法として、スマートフォン等の生体認証を活用した方法とマイナンバーカードをICカードリーダーにかざし、

PINを入力する方法があり、後者を選択した場合はマイナンバーカードが業務上必要になります。（ICカードリーダーについてはICカードリーダーは各診察室に設置する必要はなく、
本人認証に使用する端末分で構いません。）



2. システム事業者へ発注

電 子 処 方 箋 導 入 に 向 け た
準 備 作 業 の 手 引 き

補助金の申請

運
用
開
始

導入・運用準備システム事業者へ
発注

準備開始
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2. システム事業者へ発注

発注1
マイナンバーカード読取用の
ICカードリーダー購入2

⚫ マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダーがない場合
は新規に購入してください。

⚫ 提示された見積をご確認の上、システム事業者への発注をお願い
します。※1 

▶システム事業者に依頼

発注タイミングについての留意事項

• システム事業者においては、他施設の対応等により、発注から
実際に作業に取り掛かるまで時間を要する可能性があります。
希望する時期から電子処方箋の運用を開始できるよう、発注する内容が
確定次第お早めに発注をお願いします。

▶各医療機関・薬局で対応

「運用開始」の約1か月前まで
※契約手続きの進め方によるため

事業者にご確認ください

※1 まだ電子処方箋の基本機能を導入しておらず、これからシステム事業者に発注を行う場合は、追加機能と併せて発注することをご検討ください。
※2 本人認証のために使用する端末と電子署名を行う端末は同じである必要はなく、特定の端末で認証を行う運用も可能であるため。

補助金の
申請

導入・
運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

• P.11の「マイナンバーカードを利用した本人認証を行った上でクラウ
ドで管理されているHPKIセカンド電子証明書を用いる方法」を選択
する場合のみ、ICカードリーダーを購入ください。

• 1日1回、マイナンバーカードをICカードリーダーにかざし、PINを入
力（認証）してください。

• ICカードリーダーは各診察室に設置する必要はなく、本人認証に使用
する端末分で構いません。※2

• 新規に購入する場合、「1-①見積依頼」等のタイミングで、あらかじめシ
ステム事業者に相談しておくことを推奨します。



3. 導入・運用準備

電 子 処 方 箋 導 入 に 向 け た
準 備 作 業 の 手 引 き

補助金の申請

運
用
開
始

導入・運用準備
システム事業者へ

発注
準備開始
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3-1. 導入・運用準備 ～導入～

電子処方箋対応版ソフトの提供（電子処方箋の追加機能を導入）1

⚫ 電子処方箋対応版ソフトウェア自体は、システム事業者から提供されます。
ソフトウェアのアップデート作業は、システム事業者によって対応が異なりますので、システム事業者とよく
相談の上実施方針を決定してください。 ※1 

▶システム事業者にて対応

基本的には、通常のソフトウェアの更新と同じ方法でご対応いただけます。
（例）
• システム事業者がリモートで更新する方法
• 医療機関・薬局の皆さまが手動で更新する方法
• システム事業者がCD媒体を持ち込む方法 等

補助金の
申請

導入・
運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

※1 医師・歯科医師・薬剤師本人でご使用いただくシステムをアップデートされる場合は、各ソフトウェアやツール（最新版）の保管先にも留意してください。
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3-1. 導入・運用準備 ～導入～

パソコンの設定・業務上の操作確認2

※1 システム事業者と調整の上、ネットワークの設定等、追加の設定作業が必要である場合は、併せて実施してください。
   また、各設定作業の順序についてはシステム事業者にご確認ください。

※2 オンライン資格確認の導入に当たり、配信アプリケーションにより自動で更新する設定にしている場合は、特段作業は不要です。
※3 薬局のみ、資格確認端末の「環境設定情報更新画面」にて、「リフィル処方箋」の項目を「利用する」に設定していただく対応が必要です。
※4 電子署名の操作についてもご確認いただく必要があるため、マイナポータル上でマイナンバーカードを活用した電子署名の申請が完了した後に、スマートフォン等の
      生体認証を活用して本人認証を行う場合はさらにマイナポータルから送られてくるURLにアクセスし、設定が完了した後にそれぞれ実施してください。

⚫ 医療機関・薬局の皆さまにて、医療機関等向け総合ポータルサイトに掲載さ
れる、またはシステム事業者から配布される手順書等に従い、パソコンの設定
作業を行ってください。※1

⚫ システム事業者から配布される手順書等に従い、電
子処方箋の追加機能（リフィル処方箋への対応、口
頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧、マイ
ナンバーカードを活用した電子署名）を実際に操作
し、業務上問題がないか確認してください。

パソコンの設定 業務上の操作確認※4

▶各医療機関・薬局で対応

ご利用の
システム

（電子カルテ
システム等）

 マイナンバーカード読取用のICカードリーダーの接続、マ
イナンバーカードドライバのインストール（新規に購入す
る場合のみ。P.14参照）

• システム事業者と設定作業等を確認した上で、医療機関・薬局の皆さまで
対応可能と判断した場合、手順書等に従い作業を実施してください。

• 一方で、普段からシステム事業者にパソコンの設定作業を対応してもらっている等の理
由により、自分たちで対応が難しいと判断した場合はシステム事業者にご依頼ください。

（※システム事業者と相談した上で、医療機関・薬局の皆さまにてパソコンの設定・業務上の操作確認を実施する場合）

補助金の
申請

導入・
運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

オンライン資格
確認等の機器

 資格確認端末上の各種アプリケーションの更新※2 

 電子処方箋管理サービスと処方内容/調剤内容を
やり取りするためのアプリケーション上の設定※3

• マイナンバーカードを活用した電子署名を新たに追加しない
場合は、それ以外の機能の操作確認をしてください。
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（※システム事業者と相談した上で、医療機関・薬局の皆さまにてパソコンの設定・業務上の操作確認を実施する場合）

オンライン資格確認等の機器に関する設定については、医療機関等向け総合ポータルサイトに掲載する手順書等を参考に、医療機関・薬局の皆さまで
対応いただくことも可能ですので、システム事業者にご相談ください。
現在ご使用いただいている電子カルテシステム等のパソコンの設定についても、システム事業者にて手順書や説明動画等を用意していないかを確認し、シ
ステム事業者にも相談されたうえで、皆さまで対応できないかご検討ください。

オンライン資格確認等の機器に関する設定

⚫ 資格確認端末の設定手順書 ⚫ 資格確認端末の操作手順書

ご利用のシステム

手順書、操作マニュアルや説明動画等が用意できないか、
困ったとき等には、問い合わせることができるか等、

システム事業者にご相談ください。

医療機関等向け総合ポータルサイトに掲載する手順書等を確認し、不明点等がある場合はお問い合わせいただくことも可能です。

以下のように支払基金が手順書をシステム事業者向けに公開していますので、システム事業者より受領の上、ご確認ください。
手順書は医療機関等向け総合ポータルサイトでも公開しております。「手順書・マニュアル」の一覧

3-1. ＜参考＞パソコンの設定に当たり参照する手順書等
補助金の

申請
導入・

運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

■お問い合わせ先：オンライン資格確認等コールセンター
MAIL：contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp 0800-080-4583（通話無料）

平日 8:00~18:00、土曜日 8:00~16:00

（※）お電話でのお問い合わせは混み合うことがございます。メールでのお問い合わせを推奨します。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010259#sousa_01
mailto:contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp
mailto:contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp
mailto:contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp
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3-1. 導入・運用準備  ～導入～

リフィル処方箋の運用開始日の入力3
▶医療機関・薬局で対応

⚫ リフィル処方箋への対応に必要なパソコンの設定や業務上の操作確認等が完了し、電子処方箋としてのリフィル処方箋の発行・調剤を開
始する日が決まりましたら、必ず医療機関等向け総合ポータルサイトで運用開始日を入力してください。

• 本運用開始日をもって、電子処方箋としてのリフィル処方箋に対応する施設とし、後日、厚労省HP等で国民向けに公表します。
• 運用開始日として入力した日付の翌日から、電子処方箋としてのリフィル処方箋を求める患者さんが来院・来局する可能性があります。そのため、運

用開始日（導入準備が完了し、患者に対して電子処方箋としてのリフィル処方箋の発行又は電子処方箋としてのリフィル処方箋による調剤が
可能となる日）が決まり次第、正確に入力するようお願いします。

• 「電子処方箋の運用開始日入力」とは、リフィル処方箋ではなく、通常の処方箋を電子処方箋として発行・受付が可能となる日を指すのに対し、「リ
フィル処方箋の運用開始日入力」は、リフィル処方箋を電子処方箋として発行・受付ができる日を指します。「電子処方箋の運用開始日入力」を行
う前に、「リフィル処方箋の運用開始日入力」は出来ませんのでご注意ください。

リフィル処方箋の運用開始日の入力についての留意事項

アクセスはこちらからも可能です 

電子処方箋の運用開始日入力画面

電子処方箋の運用開始日入力＞運用開始日入力画面へ進む

リフィル処方箋の運用開始日入力画面
電子処方箋のリフィル処方箋機能の運用開始入力＞運用開始日入力画面へ進む

※リフィル処方箋の運用開始日入力の前に電子処方箋の運用開始日入力が完了していない場合は、速やかに
対応をお願いします。

アクセスはこちらからも可能です 

※入力後に運用開始日を変更する場合も、記載のリンクにて変更後の日付を入力してください。

補助金の
申請

導入・
運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

所要時間1分程度

運用入力日を入力した施設は、
こちらで電子処方箋対応施設
として公開されます。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010023
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010438
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
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3-2. 導入・運用準備 ～運用準備～

患者動線を含む業務フロー/変更点の確認1

▶各医療機関・薬局で対応

⚫ 医療機関等向け総合ポータルサイトに掲載の動画「電子処方箋
追加機能の説明」や運用マニュアル等で導入後の受付業務等の
流れをご確認ください。

⚫ 患者の動線に沿って、診察や処方箋の発行、処方箋の
受付や調剤等の業務に係る変更点をご確認ください。

動画 運用マニュアル

自施設における変更点の確認導入後の業務の理解

具体的な作業内容例システム事業者より操作マニュアル等の提供がある場合には
そちらもご参照ください。

医療機関向け

薬局向け

https://youtu.be/da0slBQJRt4?feature

=shared

https://youtu.be/kTzSJ22Sens?featur

e=shared

補助金の
申請

導入・
運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

補助金の
申請

導入・
運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

• 自施設における医師・歯科医師、薬剤師、職員や患者の動きをイメージし、
電子処方箋導入後の受付業務等の確認を行ってください。

• 上記について医師・歯科医師、薬剤師、職員の方に周知し、運用開始に
向けた準備を行ってください。

• 必要に応じて、医療機関・薬局における業務手順書等も更新してください。

• 電子処方箋導入後の業務を円滑に行うため、周辺の医療機関・薬局と
の連携方法（連絡手段等）についてもあらかじめ認識を合わせておくこと
を推奨します。

• 医療機関で電子処方箋としてのリフィル処方箋を発行するにあたっては、
薬局も電子処方箋としてのリフィル処方箋の受付に対応できている必要が
あるため、周辺薬局の対応状況については定期的に確認するようにお願い
します。

運用マニュアル

医療機関向け・薬局向け 運用マニュアルは
必ず目を通すように

お願いします!

https://youtu.be/da0slBQJRt4?feature=shared
https://youtu.be/da0slBQJRt4?feature=shared
https://youtu.be/kTzSJ22Sens?feature=shared
https://youtu.be/kTzSJ22Sens?feature=shared
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010259
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3-2. 導入・運用準備 ～運用準備～
補助金の

申請
導入・

運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

患者向け掲示の準備2

⚫ 電子処方箋に対応していることを示すステッカーを貼ったポスターを掲示してください。

ポスター等の周知素材は以下からダウンロードすることができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_soz
ai.html

▶各医療機関・薬局で対応

ステッカー・ポスター 患者説明用リーフレット

患者さん向けリーフレットも公開しています！
患者さんに制度の説明をする際のリーフレットとして、
または施設内に掲示するポスターとしてご活用ください

患者さんがリフィル処方箋機能対応施設を
判別しやすくするために、

下記のステッカーを貼ったポスターを
施設内の目立つ場所に掲示してください

リフィル処方箋機能に関するリーフレット 口頭同意に関するリーフレット

補助金の
申請

導入・
運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html


4. 補助金の申請

電 子 処 方 箋 導 入 に 向 け た
準 備 作 業 の 手 引 き

補助金の申請

運
用
開
始

導入・運用準備
システム事業者へ

発注
準備開始
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必要書類の受領（領収書等） 補助金申請

4. 補助金申請

1 2

補助金の
申請

導入・
運用準備

システム
事業者へ

発注
準備開始

▶医療機関等向け総合ポータルサイトで申請▶システム事業者から受領

FAQ

「導入にあたっての補助金や費用について」
https://iryohokenjyoho.service-
now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010008

⚫ システム事業者より、電子処方箋の導入に係る領収書
および領収書内訳書を受領後、右記の②補助金申請を
ご覧ください。

補助金申請についての留意事項

アクセスはこちらからも
可能です 

• 領収証
• 領収書内訳書

• 「領収書（写）」および「領収書内訳書（写）」が必要となるため、システム事業
者に領収書内訳書を提出いただくよう調整をしてください。

• 医療機関等区分により補助限度額、補助率が異なりますので、申請にあたっては、
医療機関等向け総合ポータルサイトの「電子処方箋の補助金申請について」ペー
ジ掲載されている「補助率および補助限度額」および「各種申請様式等」を必ず
確認ください。

• 補助金の一括申請を希望する場合は、取扱い確定後に、改めてお知らせします。

⚫ 補助金申請を行うにあたり、次の書類を準備してください。

電子処方箋の導入に向けたパソコンの設定が完了した後、システム事業者から「領収書」
「領収書内訳書」を受領できるよう調整をしてください。

⚫ 医療機関等向け総合ポータルサイトでログインの上、
補助金申請をしてください。

電子処方箋の補助金申請については、下記URLより申請の流れを参照願います。
https://iryohokenjyoho.service-
now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010040

※「電子処方箋補助金申請」のアイコンはログイン時のみ表示されます。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010008
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010008
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010008
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010040
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010040
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010040
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お問い合わせ

電子処方箋に係る不明点の解消に向けては、以下の3つの解決方法（FAQ・問い合わせフォーム・電話）を用意しています。

⚫ 概要
FAQは、電子処方箋に関するよくある質問とその対応方法を記載しています。

⚫ 操作手順
医療機関等向け総合ポータルサイトからFAQのページへアクセスして下さい。カテゴリーごとに対応方法が
記載されています。また、キーワードを入力することで関連情報を検索できます。

⚫ 概要
問い合わせフォームは、電子処方箋について担当者へメールで相談できる問い合わせ窓口です。24時間
365日問い合わせ可能ですが、担当者からの回答までに日数を要する場合があります。

⚫ 操作手順
医療機関等向け総合ポータルサイトから問い合わせフォームのページにアクセスして下さい。返信用の連絡先
と問い合わせ内容を入力し送信することで、担当者から回答があります。

⚫ 概要
コールセンターでは専任のスタッフが電話で直接対応します。ただし、窓口の混雑時や営業時間外はチャットボットや問い合わせ
フォームをご活用下さい。

⚫ 営業時間: 平日8:00～18:00 土曜日8:00~16:00（いずれも祝日を除く）
⚫ 電話番号: 0800-080ｰ4583（通話無料）

FAQページ

問い合わせフォーム

電話

アクセスはこちら

アクセスはこちら

24時間
対応

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=com_med_inquiry
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010024
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